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東京都における
改正大気汚染防止法への対応
～「アスベスト総合対策事業」について～
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１ɽ͡Ίに

アスベストは、安価で性や食性
等のॾ特性に༏れているため、建材などに
利用され、ߴ度経済成期を中心に建設工
事等で大ྔに使用された。アスベストの使
用、製造等が全面ې止となった平成18年Ҏ
߱も、築年の古い建築物にはアスベスト
含有建材が含まれるため、都内の建築物に
は、まだ多くのアスベストがストックされ
た状態である。

国土ަ通省は、0.1ˋҎ上
のアスベストを含む建材が使
用されている可能性のある民
間建築物（ত和31年～平成18
年までに施工された̨造や
RC造）は全国で280ສ౩あり、
その解体のϐークがྩ和10年

（2028年）ࠒに๚れると推計
している１）。

都内においては、ඇ木造建
築物について年間着工౩を
もとに解体時期を推計したと
こΖ、アスベスト使用建築物
の解体はطにϐークを迎
え、今後、ྩ 和32年（2050年）
水準の状態が続くとߴまでࠒ

見ࠐΜでいる（ਤ̍）。
東京の魅力向上に不可ܽな「都市機能の

新」を安全かつ着実に進めていくためにߋ
は、こうした建築物の解体、改造、改修時
に際し、アスベスト含有建材に༝来するア
スベストのඈ散防止対策をపఈすることが
大変重要な課題となる。

またۙ年は、大型の風や地震がස発し
ており、ྩ和元年に関東地方にۙした
風15߸ٴͼ19߸は、都内に建築物のଛյ被
害やਁ水被害をもたらし、大ྔの災害廃棄

ਤ１　内のඇ木ݐங物のղମ౩数の推ܭ
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物を発生させた。災害による被害がݦஶと
なるなか、ଛյ・յした建築物や災害廃
棄物からアスベストのඈ散を防ぐことも、
安心安全な都市環境を確保するうえで重要
な取組みである。

都は、ྩ和２年の大気汚染防止法の改正
をܖ機として、都市ߋ新時や災害発生時に
おけるアスベストඈ散防止対策のレベル
アップに向け、新たにʰアスベスト総合対
策事業ʱを開始したので、本稿では、その
概要について介する。

̎ɽΞεϕετ૯߹ରۀࣄࡦ

2.1　�ߋࢢ৽࣌ʹ͓͚る
Ξεϕεトඈࢄࢭରࡦ

2�1�1　�大ؾԚછࢭ๏と環境֬อྫの

ؔ

大気汚染防止法（Ҏ下「法」という）で
は、建築物その他の工࡞物の解体、改造、
改修時におけるアスベストのඈ散を防止す
るため、発者等はਧ付けアスベスト等の
除࡞ڈ業前に、都道府県等へのಧ出を義
付けている。

都内では、この法のಧ出とซせて、h 都
民の健康と安全を確保する環境に関する
例 （ɦҎ下「環境確保例」という）に基
づき、一ఆ規模Ҏ上の解体・改修工事の際
に、アスベストඈ散防止計画のಧ出、ෑ地
境界でのアスベスト濃度ଌఆの実施などを
義付けている。法と環境確保例が૬

まってアスベスト規制をิし合うこと
で、現場でのアスベストඈ散防止対策を一
పఈする組みとしている。

こうした法ٴͼ例に基づく事は、第
一義的には東京都とീԦ子市（中֩市）が
担うこととなるが、人ޱと建築物が密ूす
る東京の特性を踏まえ、都は地方自࣏法第
252の17の２に基づく事処理の特例制
度により、アスベスト規制事の一෦を特
別区ٴͼ多ຎ25市（Ҏ下「区市」という）
に移ৡしている（ද̍）。また、都は多ຎ
地域においてԆべচ面積2,000N2Ҏ上の大
規模建築物等に対する指導ݶݖをཹ保して
いることから、都は域行政の立場から区
市に対してアスベスト事を支援する役割
に加え、規制ிとして自ら解体業者等を指
導する役割も担っている。

2�1�2　�๏վਖ਼にΑるの

Ξスϕスτ事に対するӨڹ

ྩ和２年̒月の法改正により、アスベス
ト含有成ܗ൘に関する࡞業基準の新設や、
工事前に元業者が実施したアスベスト調
査の݁Ռを行政に報告する制度の創設な
ど、アスベストに関する規制がڧ化された。

こうした規制ڧ化により、都区市৬員は
現場での監視指導において、アスベスト含
有成ܗ൘の見分け方や除࡞ڈ業方法のशಘ
など、よりߴ度なઐ門知識やスΩル、ϊウ
ϋウが必要となる。また、ྩ和４年４月か
ら開始される事前調査݁Ռの報告制度で
は、都内での年間報告݅を約25.5ສ݅と

ද１　内にお͚ΔΞスϕスτ規制事務の事務୲



特
集

৽ͨͳہ໘Λܴ͑Δੴ໖ରࡦ

ಛ 集 ৽ͨなہ໘Λܴ͑るੴ໖ରࡦ

25生活と環境　ྩ和３年11月߸

/o4_特ू 東京都_4n　　ページ25

推計しており、大な事ྔが発生する見
。みであるࠐ

2�1�3　�Ξスϕスτ૯߹対策事業の֓ཁʢฏ

ৗ࣌ʣ

こうした法改正にう新規事の実施に
向け、都は区市を支援する域行政の立場
から、ྩ和３年度からʰアスベスト総合対
策事業ʱとしてҎ下の取組みを実施し、ι
フト・ϋード両面で区市を支援するととも
に、区市と連携して改正法への対応を進め
ている。

（１）۠ࢢΞスϕスτରݕࡦ౼会のઃஔ
都はྩ和３年度に、アスベスト事を担

う都区市৬員でߏ成する都区市アスベスト
対策検౼会（Ҏ下「検౼会」という）を立
ち上げ、事業者向けのアスベストඈ散防止
マニュアルや、行政৬員向けの立入検査マ
ニュアルの改గを進めるとともに、۩体的
な事処理方法等の検౼を行っている。

特に、検౼会では、事前調査݁Ռの報告
に関する事処理方法が重要な協ٞ事߲の
一つである。年間25.5ສ݅の事前調査݁Ռ
の報告に対し、マンύワーの面から実際
に現場にෝくことのできる立入検査には
りがある。そこで、事前調査݁Ռの報告ݶ
内容からアスベストのඈ散リスクを値化
し、立入検査現場の༏ઌॱҐをつける方法
や、効的な監視指導ख法を検౼している。

（２）�۠ のΞスϕスτΞφライβーࢢ
入費の支ԉߪ

ྩ和４年度Ҏ߱、事前調査݁Ռの報告制
度のӡ用にい、行政৬員がアスベスト含
有成型൘等を除ڈする解体現場に立ち入る
機会が૿加する。この際、アスベスト含有
建材の見ಀしがٙわれる事案があったとし
ても、行政৬員が建材中のアスベストの有
ແを目視でஅすることは不可能であり、
現場でੋ正指導を行うことは難しい。

アスベストアナライザーによる؆қଌఆ
は、その検知能力（アスベスト含有１ˋ
Ҏ上、アンιフィライトは２ˋҎ上）や価
֨面（約800ສԁ）に課題はあるものの、
現場で建材をഁյすることなくॠ時にアス
ベストの有ແを別できることから、都区
市৬員が解体業者等にੋ正指導する際のՊ
ֶ的ࠜڌを提供することができる（ࣸਅ ）̍。

このため都は、ྩ和３年度にアスベスト
アナライザーをߪ入する区市に対し、その
අ用を全ֹ負担する制度を創設し、財政面
から区市支援を行っている。

なお、都においてもアナライザーを４
配備し、都自らの立入検査に活用するほか、
必要に応じてアナライザーを配備していな
い区市に対してିし出しを行っている。

（３）�۠ のΞスϕスτؔ࿈国Ո資֨ࢢ
औಘܦ費の支ԉ

ྩ和̑年10月からは、解体等工事前にア
スベストの有ແなどを確ೝする事前調査に
おいて、一ൠ建築物石綿含有建材調査者な
ど一ఆの知見を有する者による実施が義
化される。

今後、区市৬員が解体現場等に立入検査
を行う際には、こうしたઐ門人材に対して
指導することとなるため、区市৬員も事業
者とಉ等の知識・スΩルが求められる。

このため都はྩ和３年度に、区市৬員が

ࣸ真１　ΞスϕスτΞφライβーの使用෩ܠ
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石綿࡞業主任者や一ൠ建築物石綿含
有建材調査者の資֨を取ಘする際の
経අを全ֹ負担する制度を創設し、
区市৬員の技術力向上を支援してい
る。

（̐）�ઐ৬һ（Ξスϕスτ̜メン）
のஔ

都は、解体等工事におけるアスベ
スト規制のઐ門৬員、いわΏるアス
ベスト̜メンを９名配置し、次の活
動を行っている。

〈区市৬員への支援〉
区市からґཔを受け、アスベスト

̜メンが解体等工事現場にಉ行し、
区市৬員の監視指導業を支援して
いる（ࣸਅ̎）。

〈出前講座〉
事業者が主催する社内研修にアス

ベスト̜メンを講師としてݣし、
アスベストの基礎知識や法ٴͼ環境
確保例の規制内容を説明している

（ࣸਅ̏）。

ද２　ྩ和３۠ࢢ৬һݚ͚म等の内容

ࣸ真２　Ξスϕスτ̜メンのݱಉ行

ࣸ真３　ຽؒۀاに講ࢣݣすΔग़લ講࠲
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また、区市役所のӦસ担෦ॺからの
ґཔに基づき、公共工事においても法ྩݣ
が९कされるよう区市役所内におけるܒ発
活動を支援している。

〈現場ύトロール〉
都が所管する解体等工事現場に加え、区

市役所から提供された建設リサイクル法の
ಧ出情報をもとに区市所管の現場ύトロー
ルを実施し、法ٴͼ環境確保例に基づく
規制ルール等のप知に取り組Μでいる。

मݚ͚৬һࢢ۠（̑）
法改正をܖ機として、アスベストに関す

るઐ門知識や実ફ的な指導方法等のशಘを
求める区市৬員からのに応え、区市৬員
向け研修を基礎、実、災害時コースに再
編し、その内容充実をਤっている。また、
区市が主催する研修会に都が講師をݣ
し、区市の自主的な取組みも支援している。

ྩ和３年度の研修内容をද̎に示す。

քஂମ等の法վ正内容の周ۀ（̒）
法改正による新たなアスベスト規制の内

容（事前調査݁Ռの報告、アスベスト含有
成ܗ൘に係る࡞業基準の新設等）を建設業
やリフΥーム業などの業界ஂ体に説明し、
֤会員にप知することは、現場でのద正な
アスベスト除࡞ڈ業をపఈするうえで重要
な取組みである。

都は現ࡏ、業界ஂ体等に৬員をݣし、
会合等で法改正内容のप知をਤっているほ
か、アスベスト̜メンによるύトロールの
際に、֤々の現場で࡞業従事者にप知活動
を行っている。

また、コロナաで業界ஂ体が会員をूめ
た全体会ٞの開催を߇えているなか、法改
正の内容を解説した動画の࡞成や、業界ࢴ
への告ܝ載、チラシ（多言ޠ）・ポスター
の配を予ఆしており、༷々なチャネルを
活用しながら、業界ஂ体等へのप知活動を

拡大していく。

る͚͓ʹ࣌ࡂ�　2.2
Ξεϕεトඈࢄࢭରࡦ

2�2�1　�災害࣌におけるΞスϕスτの

ඈࢄࢭϚχϡΞルの策ఆ

上記でड़べた都区市アスベスト対策検౼
会において、h 災害時におけるアスベスト
のඈ散防止マニュアル （ɦҎ下「災害時マ
ニュアル」という）の策ఆを進めている。

災害時マニュアルは、平常時の備えから、
発災後に建築物等からアスベストが࿐出し
た際の応急ા置、さらには復چ・復興時に
おけるଛյ建築物等の解体時のアスベスト
処理など、都、区市ொ村、建築物所有者、
解体業者、協ఆక݁ஂ体等が参考にできる
取組事߲をまとめている。

2�2�2　業քஂମとのڠఆక݁

յ建築物や災害廃棄物のԾ置場等から
アスベストがඈ散するおそれがあるため、
こうした現場のपลでアスベストのඈ散状
況をϞニタリングすることは、地域住民等
の安心安全を確保するうえで重要な取組み
である。しかし、アスベスト・Ϟニタリン
グは、ߴ度なઐ門技術や機材を必要とする
ため、行政৬員のみで対応することは困難
である。

そこで都は、災害時にアスベスト・Ϟニ
タリングを実施するため、ྩ和２年９月に
東京都環境計ྔ協ٞ会（Ҏ下「協ٞ会」と
いう）と協ఆをక݁した。۩体的には、協
ٞ会があらかじめ地域ごとにアスベストの
ଌఆができる会員事業者をબఆしておき、
災害発生時には都の要に基づきਝかつ
確実にϞニタリングを開始できる体制を整
備した。

また、災害発生ॳには、ଛյ建築物等
において、ਧ付けアスベストなどアスベス
ト含有建材の࿐出状況や、֘࿐出Օ所の
ඈ散リスクを調査する必要があるが、こう
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した調査は目視で行うため、ここでもߴ度
なઐ門知識とϊウϋウが必要である。都は
現ࡏ、ઐ門人材を༴する業界ஂ体とも災害
協ఆのక݁に向けた調整を進めており、災
害時に実効性のあるアスベスト対策を実施
できる体制整備を一進めている（ਤ̎）。

2�2�3　災害࣌උの֬อ

災害現場でアスベストඈ散防止対策を実
施するためには、行政৬員が使用する防じ
Μマスクや防ޢ、ਧ付けアスベスト等が
࿐出した際の応急ા置に使用するཆ生シー
ト、ඈ散防止ࡎ等をあらかじめ確保してお
く必要がある。

ྩ和３年度は、都はこうした資材をߪ入・
備するとともに、区市や災害の協ఆక݁
ஂ体等と災害܇࿅を実施し、災害時にਝ
な対応ができるよう、その備えにສ全を期
す。

３ɽおΘΓに

今回の法改正の内容は、事業者のみなら
ͣ、アスベスト規制事をࣥ行する地方自
を与えており、事前調査ڹ体に大きなӨ࣏
݁Ռの報告受付事や、新たな監視指導ख
法の確立など、地方自࣏体として取り組む
べき課題がある。

今後、都はʰアスベスト総合対策事業ʱ
を通じてϊウϋウをू積するとともに、都
外自࣏体とも情報共有をਤり、アスベスト
施策のԁな実施に向けた取組みを進めて
いく。
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１）国土ަ通省：建築物石綿含有建材調査マニュ

アル（2014.11）

ਤ２　ࡂ時ϚχϡΞル֓ཁとۀքஂମとのڠ定




